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（別紙１） 

個 人 情 報 等 取 扱 特 記 事 項 

 

 （個人情報等の保護に係る受注者の責務） 

第１ 受注者は、この契約による業務（以下「本業務」という。）の履行に当たっ

て、個人情報等を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律

第57号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）及びその他関係法令等を遵守し、個人情報等の漏え

い、滅失、き損の防止その他個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じ

なければならない。 

 

（秘密保持） 

第２ 受注者は、第４第１項により再委託を行う場合を除き、本業務に関して知り

得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。なお、本契約が終了し、又は解除

された後においても同様とする。 

 

 （利用目的以外の目的のための利用の禁止） 

第３ 受注者は、本業務を行うため、個人情報等を取り扱う場合には、本契約の目

的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

 （再委託の禁止） 

第４ 受注者は、個人情報等の適正な安全管理が図られていることを発注者が確認

し、発注者が承諾した場合を除き、個人情報等の取扱いを伴う業務は自ら行い、

第三者にその取扱いを委託してはならない。 

２ 前項において、受注者は、再委託先に対しその履行を管理監督するとともに、

発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。再委託

を受けた者がさらに再委託を行う場合も同様とする。 

 

 （個人情報等の複写及び複製の禁止） 

第５ 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、本業務を行うため発注者から引き

渡された個人情報等を、複写及び複製してはならない。 

 

（個人情報等の安全管理） 

第６ 受注者は、発注者から引き渡された個人情報等及び受注者が契約履行のため

に作成したそれらの記憶媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理

の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。 

２ 受注者は、前項の個人情報等の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部に

おける責任体制を確保しなければならない。 

３ 受注者は、本業務を行うために必要な場合を除き、事務所内から個人情報等を

持ち出してはならない。 
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 （事故発生時における報告義務） 

第７ 受注者は、本業務を行うために取り扱う個人情報等の改ざん、滅失、損傷、

漏えい等があった場合には、発注者に、直ちに報告し、その指示に従わなければ

ならない。 

 

 （個人情報等が掲載された資料等の返却義務又は廃棄義務） 

第８ 受注者は、本業務を行うため、取り扱う個人情報等又は個人情報等が記録さ

れている媒体が必要でなくなった場合には、発注者の指示により、速やかに当該

個人情報等の返却又は復元若しくは判読が不可能な方法により当該情報の消去又

は当該媒体を廃棄しなければならない。 

２ 受注者は、前項の消去又は廃棄した結果について、発注者に報告しなければな

らない。 

３ 第４第１項により再委託先がある場合には、再委託先の個人情報等の消去又は

廃棄について受注者の責任において行うとともに、その状況を前項の報告ととも

に発注者に報告しなければならない。 

 

 （報告及び検査） 

第９ 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、委託契約期間

中、受注者に対し、個人情報等の管理の状況について報告を求めることができる。 

２ 発注者は、個人情報等を保護するために必要な限度において、作業の管理体制、

実施体制等の個人情報等の管理の状況について、少なくとも年1回以上、原則とし

て実地検査により確認するものとする。 

 

 （疑義についての協議） 

第10 この特記事項の各項目で規定する個人情報等の管理方法等について疑義等が

生じたとき又はこの特記事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者

協議の上定める。 

 


